
社団法人　日本通信教育振興協会

　　　　　生涯学習奨励講座認定審査基準

第１　　　根拠
　　　　　１、生涯学習奨励講座認定規程第2条第2項の「生涯学習奨励講座認定審査基準」をここ

に定める。
　　　　　２、この基準は、当協会が生涯学習奨励講座の認定審査及び認定登録を受けた講座

（以下「認定講座」）の運営について適用する。

第２　　　通則
　　　　　１、認定講座は、学習目標を効果的に達成するために必要な教育計画を有するものでな

ければならない。
　　　　　２、認定講座の内容は公序良俗に反するものであってはならない。
　　　　　３、認定講座の内容は特定の政党もしくは宗派を支持し、または反対し、その主義や信条

を宣伝し、または非難するものであってはならない。

第３　　　実施者
　　　　　　（実施者の経営能力）
　　　　　１、認定登録を受けようとする講座の実施者及び認定登録を受けた講座の実施者（以下

「実施者」という）は、認定講座事業を継続的に安定して遂行する能力を有し、かつ社
会的信用を有する者でなければならない。

               （役員）
　　　　　２、実施者の主たる役員は、生涯学習に理解を有し、かつ事業遂行に必要な能力と熱意を

有する者でなければならない。
　　　　　　（事務職員及び事務組織）
　　　　　３、実施者は、認定講座に関する事務を迅速かつ適切に処理するのに必要な事務職員を

置き、事務組織を系統的に構成しなければならない。
　　　　　　（専用施設）
　　　　　４、実施者は、通信教育に関する業務を行うために必要な専用の施設及び設備を備えな

ければならない。

第４　　　教務責任者及び学習指導者
　　　　　　（教務責任者）
　　　　　１、認定講座については、教材の改善の企画、学習指導の円滑な運営その他の学習指導

に関する事務をつかさどる教務責任者を一人置かなければならない。
　　　　　２、教務責任者は、生涯学習に関し識見を有し、かつ当該講座の内容について教養を有す

るものでなければならない。
　　　　　　(学習指導者）
　　　　　３、認定講座には、講座内容及び受講者数に応じて、学習指導を迅速かつ適切に行うのに
　 必要な数の学習指導者を置かなければならない。
　　　　　４、学習指導者は、当該認定講座の内容について十分な専門的知識を有し、かつ受講者

を指導するのにふさわしい者でなければならない。

第５　　　教材
　　　　　　（教材作成の原則）
　　　　　１、認定講座の教材（以下、「教材」という）は、通信による学習の特性を考慮し、受講者の

自学自習を容易にするように配慮されたものでなければならない。
　　　　　２、教材の内容は、正確であるとともに、学問の発達及び社会の進展に応じたものでなけ

ればならない。
　　　　　　(表現の仕方）
　　　　　３、教材は、受講者の学力、教養、生活環境等に応じてわかりやすく、適正に表現されてい

なければならない。
　　　　　　（主教材）
　　　　　４、主教材は、当該認定講座の主たる内容を含み、学習の中心として使用されるものでな



ければならない。
　　　　　　（補助教材）
　　　　　５、補助教材は、主教材を補充するためのものであって、受講者の学習を助けるために適

切に使用されなければならない。

第６　　　学習指導
　　　　　　（学習指導の方法）
　　　　　１、学習指導は、教材による指導、添削指導、質疑応答等の方法により、受講者の学習の

進度及び学習能力に応じて適切に行わなければならない.。
　　　　　　(教材による指導）
　　　　　２、教材による指導は、学習の目的及び内容を明らかにし、学習の計画及び方法を示し、

研究の示唆を与え、練習課題及びレポート課題を設け、ならびに参考資料をあげる等
により適切に行われなければならない。

　　　　　　（添削指導）
　　　　　３、レポート課題に基づく添削指導は、修了までに最低３回以上行われなければならない。
　　　　　　（質疑応答）
　　　　　４、受講者に対しては、原則として月１回以上の質疑応答の機会が与えられなければなら

ない。
　　　　　　（修業期間）
　　　　　５、修業期間は、原則として３ヶ月以上とする。

第７　　　修了の認定
　　　　　１、実施者は、カリキュラムにしたがって認定講座の全課程を受講した者に対して、レポー

ト課題の成績及びその他の成績（例えば国家試験の合否などを勘案し）が所定の水準
以上であるときは、当該講座の修了を認め、修了証を授与することができる。また、修
了証を授与しない場合で、受講者から請求があったときは修了を証する書面を交付し
なければならない。

第８　　　受講料
　　　　　１、認定講座の受講料その他受講者の納入する費用は、通信教育の事業を運営するため

に必要な範囲内で合理的に算定した額でなければならない。
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